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１ 市勢の概要 

（１）人口    ８６，８３３人  （平成２７年国勢調査） 

８３，４７８人  （令和元（2019年）５月末現在住民登録） 

（２）世帯数    ３３，５６０世帯 （平成２７年国勢調査） 

３４，９２８世帯 （令和元（2019年）５月末現在住民登録） 

（３）産業別就業人口 （平成２７年国勢調査） 

  第一次産業     １，４２３人    ３．４％ 

  第二次産業    １４，５２０人   ３５．０％ 

  第三次産業    ２５，１０４人  ６０．５％ 

  分 類 不 能       ４３２人   １．１％ 

  合   計    ４１，４７９人  １００.０％ 

（４）面積  ４４２．０３ｋ㎡ 

 

２ 財政の状況（令和元（2019）年度） 

（１）当初予算総括表         （単位 千円） 

一般会計 47,600,000 

特別会計（５会計） 19,822,423 

・国民健康保険事業 9,151,019 

(事業勘定) （8,760,335） 

(直営診療施設勘定) （390,684） 

・後期高齢者医療 945,032 

・介護保険 9,389,002 

・土地取得事業 308,044 

・墓園事業 29,326 

企業会計（３会計） 15,228,625 

・水道事業 5,906,703 

・工業用水道事業 13,517 

・下水道事業 9,308,405 

合     計 82,651,048 
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（２）一般会計歳入歳出         (単位 千円：％) 

歳    入 歳    出 

款 予 算 額 構成比 款 予 算 額 構成比 

１市         税 15,530,457 32.6 １議 会 費 299,115 0.6 

２地 方 譲 与 税 373,059 0.8 ２総 務 費 6,516,798 13.7 

３利 子 割 交 付 金 20,896 0.0 ３民 生 費 12,574,697 26.4 

４配 当 割 交 付 金      45,644 0.1 ４衛 生 費 2,889,211 6.1 

５株式等譲渡所得割交付金 43,473 0.1 ５労 働 費 1,897,996 4.0 

６地 方 消 費 税 交 付 金 1,712,201 3.6 ６農 林 水 産 業 費 1,786,271 3.8 

７ゴルフ場利用税交付金 24,000 0.1 ７商 工 費 2,206,376 4.6 

８自動 車取得税交付 金 53,000 0.1 ８土 木 費 5,961,349 12.5 

９環 境 性 能 割 交 付 金 17,000 0.0 ９消 防 費 2,848,215 6.0 

10地 方 特 例 交 付 金 247,345 0.5 10教 育 費 4,888,685 10.3 

11地 方 交 付 税 6,090,000 12.8 11災 害 復 旧 費 10,601 0.0 

12 交通安全対策特別交付金 7,600 0.0 12公 債 費 5,670,685 11.9 

13電源立地地域対策等交付金 1,714,348 3.6 13諸 支 出 金 1 0.0 

14分 担 金 及 び 負 担 金 538,546 1.1 14予 備 費 50,000 0.1 

15使 用 料 及 び 手 数 料 759,142 1.6    

16国 庫 支 出 金 4,841,779 10.2    

17県 支 出 金 3,735,028 7.8    

18財 産 収 入 76,855 0.2    

19寄 附 金 201,251 0.4    

20繰 入 金 2,868,079 6.0    

21繰 越 金 500,000 1.1    

22諸 収 入 3,813,857 8.0    

23市 債 4,386,440 9.2    

合        計 47,600,000 100.0 合        計 47,600,000 100.0 

(注) 千円未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。 
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（３）一般歳出の性質別区分    (単位 千円：％) 

区   分 予 算 額 構成比 

１ 人件費 6,948,768 14.6 

 うち職員給 4,841,704 10.2 

２ 物件費 6,887,092 14.5 

３ 維持補修費 803,275 1.7 

４ 扶助費 6,541,479 13.7 

５ 補助費等 5,879,288 12.4 

６ 普通建設事業費 8,327,127 17.5 

 補助事業費 3,065,035 6.4 

 単独事業費 5,003,243 10.5 

 県営事業負担金 258,849 0.6 

 国直轄事業負担金 0 - 

７ 災害復旧事業費 10,601 0.0 

８ 失業対策事業費 0 - 

９ 公債費 5,672,085 11.9 

１０ 積立金 381,843 0.8 

１１ 投資及び出資金 293,296 0.6 

１２ 貸付金 3,319,202 7.0 

１３ 繰出金 2,485,944 5.2 

１４ 予備費 50,000 0.1 

合       計 47,600,000 100.0 

      (注) 千円未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。 
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３ 議員 

（１）議員定数 （平成２３年５月から適用） 

条例定数 ２６人  現員 ２６人 

（２）党派別                  （令和元（2019年）５月末現在） 

党  派 人員 党  派 人員 党  派 人員 

自 由 民 主 党 １１ 社 会 民 主 党 ２ 日 本 共 産 党 ２ 

公  明  党 ２ 無  所  属 ９ - - 

（３）会派別                  （令和元（2019年）５月末現在） 

会  派 人員 会  派 人員 会  派 人員 

民 社 友 愛 ２ 日本共産党柏崎市議員団 ２ 自治研究会 ２ 

社会クラブ ３ 公 明 党 ２ 柏崎のみらい ２ 

柏盛クラブ ２ 柏崎の風 ９ 無 所 属 ２ 

（４）年齢別        （令和元（2019年）５月末現在） 

回数 
会派 

 ～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 66～ 計 平均年齢 

民 社 友 愛     1 1   2 55.5 

日本共産党議員団

公 明 党 

      2  2 63.0 

自治研究会   1    1  2 54.5 

社会クラブ 

 

   1 1 1   3 54.7 

公 明 党       1 1 2 64.0 

柏崎のみらい     1 1   2 56.0 

柏盛クラブ      2   2 57.0 

柏 崎 の 風 1  1 2 1 2 1 1 9 53.4 

無 所 属    1    1 2 59.0 

計 1 0 2 4 4 7 5 3 26 56.2 

（５）当選回数別       （令和元（2019年）５月末現在） 
回数 

会派 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 計 

民 社 友 愛   2      2 

日本共産党議員団

公 明 党 

1       1 2 

自治研究会  1  1     2 

社会クラブ 

 

2  1      3 

公 明 党      1 1  2 

柏崎のみらい  1   1    2 

柏盛クラブ  2       2 

柏 崎 の 風 2 4 1 1 1    9 

無 所 属 1    1    2 

計 6 8 4 2 3 1 1 1 
26 
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４ 議会構成 

（１）議会構成 

     総  務常任委員会     （９人） 

     文教厚生常任委員会     （８人） 

     産業建設常任委員会     （８人） 

                広報広聴常任委員会     （１１人） 

 

                   （１０人） 

 

     決算特別委員会（一般会計・特別会計を審査） 

（議長、監査委員を除く全員） 

 

    全員協議会         （全員） 

     会派代表者会議       （８人） 

常任委員協議会       （委員会ごとの委員数） 

 

 

（２）常任委員会の所管事項 

委 員 会 名 定数 所 管 事 項 

総   務 ９人 

総合企画部・財務部・市民生活部・危機管理部・会計課・選挙管理委員

会・公平委員会・監査委員・消防本部・他の常任委員会の所管に属しな

い事項 

文 教 厚 生 ８人 福祉保健部・子ども未来部・教育委員会所管事項 

産 業 建 設 ８人 産業振興部・都市整備部・上下水道局・農業委員会所管事項 

広 報 広 聴 １１人 

議会基本条例（平成２６年条例第４９号）第２０条に規定する広報・広

聴の充実及び第２１条に規定する議会の報告会等に関すること 

その他議会の広報広聴に関すること 

常任委員会 

その他の会議 

特別委員会 

議会運営委員会 
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５ 議会の運営 

（１）通年議会 

ア 会期 

毎年５月１日から翌年の４月３０日までの通年とする。ただし、改選や解散があった場合は、

この限りでない（平成２５年５月１日から通年会期制を採用）。 

  イ 定例会議と随時会議 

 従来の定例会方式に準じ、年４回（２月、６月、９月及び１２月）、定期的に、まとまった期

間に会議を開いて集中的に審議を行う。この定期的に開く会議を「定例会議」と称する。 

 また、定例会議以外で必要に応じて開く会議を「随時会議」と称する。  

ウ 会議期間 

  定例会議及び随時会議を開催する期間を会議期間と称する。 

エ 休会と閉会 

  １つの会議期間と次の会議期間の間、議会は休会する。 

  １度会期が始まると、それ以後、議員の任期中は、会期は毎年自動的に４月３０日に終了して

５月１日に始まるため、実質、議会は閉会しない。選挙後、最初に市長によって議会が招集され

るまでの間が、閉会期間となる。 

（２）議会運営委員会 

  ア 定数      １０人 

  イ 所管事項 

  （ア）議会の運営に関する事項 

  （イ）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

  （ウ）議長の諮問に関する事項 

  ウ 委員の選出方法 

    会派代表者会議または議会運営委員会で協議し、各会派に委員数を配分、議長が指名。 

  エ 委員の任期   ２年（平成２９年６月５日から） 

  オ 委員会決定事項の周知徹底方法 

    それぞれの委員が所属会派の議員に逐次報告するが、主な決定事項は全議員に文書をもって通

知し、周知を図る。 

  カ 委員会の開催時期 

    定例会議または随時会議開催のおおむね２週間前及び会議期間中 

（３）議会運営に関する主な事項 

ア 本会議の開議時刻 

 会議は、午前１０時に始める。 

イ 議案の送付 

 議案その他関係書類は、定例会議または随時会議開催日の７日前に発送している（郵便その他）。 

ウ 決算の審査方法 

一般会計・特別会計については、決算特別委員会を設置して審査する（議長、監査委員を除く。）。
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また、分科会を設けて審査する。 

（ア）決算特別委員会の構成（一般会計・特別会計）  議長、監査委員を除く全議員 

（イ）審査期間  一般会計・特別会計は全体会を２日間、分科会を４日間。 

エ 意見書及び決議の取扱い 

  議会運営委員会で定めた日までに提出されたものを当該会議期間中に上程する。 

オ 一般質問の取扱い 

一括質問のほか、一問一答方式も可。 

（ア）通告書の提出時期及び通告内容 

一般質問通告書の提出は、一般質問を行う日の数日前（その都度、議会運営委員会で決定）

までとし、内容については、件名、要旨、要答弁者を通告するようにしている（その際に、一

括か一問一答を選択 ※平成１６年９月定例会から実施）。 

（イ）発言順位の決定方法 

通告順とする。ただし、同一会派所属議員が連続する場合は、議長が調整する。 

（ウ）質問時間及び回数の制限 

質問の時間は１人３０分以内とし、人数・回数については制限していない。 

カ 代表質問の取扱い 

  一括質問のほか、一問一答方式も可。 

（ア）実施時期について 

・ ２月の定例会議に限って行う。 

・ 市長の施政方針演説及び当初予算等の議案説明を受け、新年度の当初予算等の質疑の直前

に行う。このときに限り、一般会計予算の総括質疑は行わない。 

（イ）代表質問を行うことのできる議員 

・ 会派を代表する議員とする（無会派議員は認めない）。 

・ 会派に割り当てられた制限時間内であれば、同会派所属議員の関連質問を認める。 

（ウ）代表質問の発言時間について 

・ 発言時間は、あらかじめ議会運営委員会で決定する。 

・ 質問及び答弁は簡明に行うものとするが、制限時間内に答弁が終わらないときは、所管常

任委員会において、答弁書の配付とともに答弁を行う。 

（エ）代表質問の発言内容について 

質問は、市長の施政方針演説を主とした新年度の市政執行にかかわるものに限る。 

（オ）代表質問の通告及び発言順序について 

・ 質問の通告は、あらかじめ定められた日時までとする。 

・ 通告は、質問項目のみでも認める。 

・ 発言順序は、会派からの通告順とする。 

キ 質疑について 

（ア）発言通告制  事実上、採用していない（会議規則には規定がある。）。 

（イ）質疑時間及び回数の制限   いずれも制限はしていない。 

ク 緊急質問の取扱い 

あらかじめ議会運営委員会で協議し、その取扱い方を決めている。 
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なお、本会議で直接動議としての質問は、認めていない。 

ケ 常任委員の任期 

常任委員の任期は、２年とする。 

コ 傍聴の取扱い 

全ての会議は、原則として公開する。 

（４）請願（陳情）の取扱い 

ア 提出期日 

提出は随時受付けており、議長は、請願を受理した場合、速やかに所管の常任委員会に付託、

全議員に請願の写し及び請願文書表を送付する（陳情は､受理後の直近の定例会議に報告のみ）。 

イ 審議（審査）の際の紹介議員及び当局の説明状況 

委員会が紹介議員の説明を求めることは余りない。当局は、請願を審査する委員会に出席しな

いが、本会議では、参考として所見を聞く場合もある。 

ウ 請願者による趣旨説明 

請願者が希望した場合、請願を審査する委員会に出席し、趣旨説明を行うことができる。 

エ 請願人への結果通知の有無とその範囲 

採択・不採択いずれの場合も、請願人に直接通知する。 

 

６ 議会活動の結果 

（１） 市議会の開催状況 （平成３０年２月２０日～平成３０年１２月２６日） 

ア 定例会議 

区分 

会議 
会 議 期 間 

本会議 

日 数 
実会議時間 傍聴人員 

第１～７回  ２月２０日～３月２２日（３１日間） ７日 ３０時間５４分 ５７人 

第８～11回 ６月７日～６月２２日（１６日間） ４日 １１時間１８分 １６人 

第 14～19回  ９月５日～１０月１０日（３６日間） ６日 ２０時間３５分 ２６人 

第 27～31回 １２月５日～１２月２０日（１６日間） ５日 １６時間２２分 ６２人 

計          （９９日間） ２２日 ７９時間 ９分 １６１人 

 

イ 随時会議 

区分 

会議 
会 議 期 間 本会議 日数 実会議時間 傍聴人員 

第１２回 ８月１０日（１日間） １日 ７分 ０人 

第１３回 ８月２０日（１日間） １日 ２１分 ０人 

第２５回 １２月２６日（１日間） １日 ２２分 ０人 
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７ 報酬及び費用弁償等 

（１）議員報酬額              （２）三役の給与 

区 分 月 額  区 分 月 額 

議 長 491,000円  市 長 901,000円 

副議長 420,000円  副市長 704,000円 

議 員 394,000円  教育長 605,000円 

（３）議員の期末手 

6月 報酬月額 × 1.15 × 1.675月 

12月 報酬月額 × 1.15 × 1.675月 

（４）費用弁償 

ア 常任委員会視察           ８２，０４０円（１人当たり予算年額） 

イ 議会運営委員会・広報広聴常任委員会視察  ６４，０８０円（    〃    ） 

ウ 出席費用弁償 

（ア）出席日当  支給しない 

（イ）交通費実費弁償 片道２ｋｍ以上 

（ウ）支給対象  本会議・常任委員会・議会運営委員会・特別委員会・全員協議会・

会派代表者会議・委員協議会・倫理審査会・政策検討会議・ 

政策検討会議全体会 

（エ）支給方法  会議ごとに口座振込 

（５）政務活動費 

ア 使   途  会派が行う市政に関する調査研究その他の活動のための調査研究費、研修費、

広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料購入及び作成費、人件費、事

務所費等に充てる。 

イ 交 付 対 象  会派（一人会派を含む。） 

ウ 施行年月日  平成２５年３月１日（平成２５年度分から適用） 

エ 予   算  会派所属議員数×年額３６０,０００円（前期・後期の２回に分けて交付） 

（平成１７年４月１日改定～改定前 500,000円） 

（平成３１年（２０１９年）４月１日改定～改定前 480,000円） 
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８ 議会図書室 

（１）議会図書室の蔵書数（資料的なものは除く） 約７００冊 

（２）新聞 

   新潟日報、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日経新聞 

   柏崎日報、柏新時報 

（３）図書購入予算（令和元（２０１９）年度） 

   需 用 費     １，２２５千円（新聞代、追録代含む。） 

   備品購入費         ５０千円 

 

９ 議会刊行物 

 

１０ 議会ホームページ 

議会のホームページにおいて、各種情報を発信 

・ 本会議、常任委員会、特別委員会、全員協議会の生中継・録画中継の配信 

・ 会議録検索システム（本会議及び委員会） 

・ 会議日程、審議結果、議員名簿、市議会だより など 

ホームページＵＲＬ   http://www.city.kashiwazaki.lg.jp 

メールアドレス     gikai@city.kashiwazaki.lg.jp 

名  称 発行回数 配 布 先 編 集 方 法 

会 議 録 定例会議 

随時会議 

全員協議会 

ほか 

原本､議員（希望） 

議会図書室、国会図書館 

外部委託(テープ反訳)により

作成 

市議会だより 

創刊 

㍼ 50.7.15 

年４回 

(定例会議ごと） 

市内全世帯 広報広聴常任委員会で協議し､

事務局職員が作成｡ 

主に議案の審議状況､一般質問

を掲載 
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１１ 議会事務局 

（１）機構と職員数（条例定数 ７人 現員数 ６人） 

  局 長   局長代理   係長   主査３人 

     非常勤職員１人 

（２）議会各室の状況 

室      名 面   積(㎡) 備      考 

議      場   

傍聴席及び記者席 ２９１.６０  固定３４席（傍聴席）、固定１１席（記者席） 

議 会 図 書 室 ３７.４４  

議 員 控 室 ２０７.３６  ７室 

委 員 会 室 ５３.２８  １室 

議 長 室 ４６.０８  

応 接 室 ３４.５６  

事 務 局 ５１.８４  

計 ７２２.１６  

（３）議会の歳出予算            （単位 千円） 

当 初 予 算 額 ２９９，１１５ 

報 酬 １２４，４０４ 交 際 費 ８５０ 

給 料 ２９，１９０ 需 用 費 ４，７７１ 

職 員 手 当 等 ５５，９９６ 役 務 費 ６０７ 

共 済 費 ５５，６７３ 委 託 料 ５，２４５ 

賃 金 １，７４５ 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３，０７２ 

報 償 費 ３２０ 備 品 購 入 費 ５０ 

旅 費 ６，９２９ 負担金補助及び交付金 １０，２６３ 
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